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今後の浄化槽の在り方に関する「浄化槽ビジョン」 

（たたき台） 

第１ はじめに 

浄化槽行政については、昭和５８年に浄化槽の製造から施工、維持管理に至

る各段階において規制を行う浄化槽法が制定された後においても、様々な進展を

見た。 

まず、浄化槽の設置に対する補助については、昭和６２年度に現在の浄化槽

設置整備事業がモデル事業として創設されて以来、平成６年度には市町村自ら

が設置主体となって面的整備を進める現在の浄化槽市町村整備推進事業が創

設されるなど、その拡充が図られ、当初５５市町村を対象として１億円で始まった

事業は、現在では１，４８５の市町村（全体の８１．５％）を対象として２６０億円を超

えるものとなっている。 

また、浄化槽法についても、小型の浄化槽を中心に整備が進められる中、水環

境の改善の観点から水質汚濁の主要な原因の一つである生活排水への対策の

強化が急務となり、浄化槽を活用しての生活排水対策の更なる進展が求められた

ことを背景に、平成１２年に改正され、「浄化槽」とは合併処理浄化槽のことを指す

こととされるとともに、単独処理浄化槽の新設が原則として禁止された。同法につ

いては、法律全体の体系を整備しておく必要があったこと、目的に公共用水域の

水質の保全を明確にしておく必要があったこと、法定検査を中心に維持管理分

野を強化しておく必要があったこと等から、平成１７年においても改正が行われた

ところである。 

浄化槽行政以外の浄化槽を取り巻く状況についても、種々の変化が起きてい

る。 

まず、環境行政全般について、持続的発展が可能な社会の構築等の基本的

理念の下、様々な取組が行われている。例えば、平成１２年に循環型社会形成推

進基本法が制定されるなど、循環型社会の形成に向けた取組が推進されるととも

に、これに先立ち平成１０年に地球温暖化対策の推進に関する法律が制定される

など、地球温暖化防止のための措置が講じられている。さらに、環境基本法に基

づく環境基本計画については、平成１８年に第３次の見直しが行われている。 

また、これらの取組とあいまって国民の環境意識が高まりを見せている一方、国

及び地方公共団体の財政はいまだ逼迫するとともに、多くの地域において人口の

減少及び高齢化が進みつつあることについても、見逃すことはできない。 

このように、浄化槽を取り巻く状況は大きく変化しつつあることから、今後の浄化

槽行政は、これらを十分に踏まえて展開が図られることが求められる。 

浄化槽行政の在り方については、これまでも厚生省生活環境審議会廃棄物処
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理部会浄化槽専門委員会で平成５年２月の「今後の浄化槽行政のあり方につい

て」等の報告が行われてきたところである。本報告は、これらの内容及びその実施

状況をも勘案しながら、主としていわゆる小型浄化槽を検討の対象として、平成１

８年３月以来○回にわたって行った審議の結果を取りまとめたものである。 

なお、前述のとおり、浄化槽法においては「浄化槽」とは、合併処理浄化槽のこ

とを指すが、本報告においては必要に応じ「合併処理浄化槽」の語を使用するこ

ととした。 
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第２ 浄化槽を取り巻く状況の変化 

１ 持続的発展が可能な社会の構築 

（１）循環型社会及び脱温暖化社会の形成 

平成１２年の循環型社会形成推進基本法の制定に見るように、廃棄物の

発生抑制、適正な循環的利用及び適正な処分により、天然資源の消費が抑

制され、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会の形成は、持続

可能な社会の構築のための大きな課題となっている。 

また、平成１０年に制定された地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、

脱温暖化社会を形成するための施策が進められている。 

（２）環境保全上健全な水循環の構築 

平成１８年４月７日に閣議決定された第三次環境基本計画においては、

それぞれの地点で水環境の質を判断し汚染・汚濁負荷の低減を図ろうとす

る「場の視点」からの取組だけでなく、水量の確保、水質の浄化、多様な

生態系の維持、水辺地等を視野に入れた、流域全体での「流れの視点」と

して環境保全上健全な水循環の確保について取組を推進することが重要

とされている。 

また、同計画においては、利用した後の排水については、可能な限り、

下流での水利用にいかせる水質及び水量で河川に戻すことを基本する旨

が掲げられており、環境保全上健全な水循環の構築のため、その場で処理

する排水が河川の自然な状態の流量を確保することの重要性が読み取れ

る。 

 

２ 社会状況等の変化 

（１）環境の保全に対する意識の向上 

ごみの分別やリサイクル等に対する国民意識の高まりや自然とのふれ

あいに対する価値観の増大など、国民の環境保全全般に対する意識は大き

く向上している。 

（２）汚水処理施設の整備の進捗状況 

平成１７年度末現在において、浄化槽に加え下水道等他の汚水処理施設も

含めた汚水処理人口普及率は、全国では８０．９％であるが、全市町村数の約７
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割を占める人口５万人未満の市町村では６２．９％となっており、今後は、こうした

地域を中心に生活排水対策を進める必要がある。 

（３）国及び地方公共団体の財政状況の逼迫 

我が国の財政状況は、国、地方ともに長期債務残高が増加するなど依然

として逼迫している状況にあり、今後も厳しい財政状況が続いていくと考

えられることから、汚水処理施設の整備についても、今後、より一層の効

率化が求められる。 

（４）人口の減少及び高齢化の進展 

日本の出生率が 1970 年代半ばから人口を一定の規模で保持する水準を
大きく割り込み、人口の減少が進む状況となっていること等により、現在

は人口密度の高い地域であっても、将来は過疎化が進み人口密度が低い状

況になり得る。 

また、平均寿命の延びや長期にわたる出生数の減少が高齢人口の増加等

をもたらしている。 
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第３ 浄化槽の特徴 

１ 浄化槽の機能 

浄化槽は、有機性排水処理技術としての生物膜法が浄化槽において確立

されて以降、年々改良が加えられ、その処理機能は他の汚水処理施設と比

べても遜色のない性能にまで技術的な進歩を遂げている。 

また、平成１７年の浄化槽法改正において、目的に公共用水域等の水質の保

全等の観点が明記され、放流水の水質基準を設けられるとともに、指導監督の

強化が図られるなど、制度的な改善も行われており、他の汚水処理施設と比べ

ても遜色のない処理性能を担保できる体制が整備されている。 

なお、浄化槽は、汚水を直接浄化するとともに、その排水が小水路を通

り河川等の水域に流れ込む間に自然浄化作用を効率的に利用して浄化を

行うという二重の浄化作用を持つことにも留意する必要がある。 

 

２ 浄化槽を取り巻く状況を踏まえた浄化槽の特徴 

（１）持続的発展が可能な社会の構築を踏まえた浄化槽の特徴 

ア 循環型社会及び脱温暖化社会の形成を踏まえた浄化槽の特徴 

浄化槽は、汚水をその場で処理することで、汚水を浄化した排水として

放流するとともに、汚水中の有機汚濁物を生物処理によって、微生物を主

とする浄化槽汚泥に変換することにより、搬出を必要とする汚濁物質の減

量化ができ、いわゆるリデュース性が高いものと言える。 

また、適切に処理した排水については、散水、洗車、修景用水、便所洗

浄水、災害時の緊急用水等として使用することが可能でいわゆるリユース

性が高いものと言える。 

さらに、浄化槽汚泥は、主として生活排水を処理するため、重金属等の

不純物が極めて含まれにくく再利用のしやすい汚泥でいわゆるリサイク

ル性が高いものと言える。 

このように、浄化槽は、３Ｒを基本とした循環型社会の形成に寄与する

多くの可能性を有していると言える。 

イ 環境保全上健全な水循環の構築を踏まえた浄化槽の特徴 
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浄化槽は、汚水をその場で処理することから、水路等において、土壌等

の自然環境を介しつつ浄化が行われる自然の水循環に近い状況をつくり

出せる。 

また、土壌は浄化だけでなく流量を平均化する貯留機能もあるため、排

水により水の循環を良好な状態にする維持する機能も期待できる。 

このように、浄化槽は、環境保全上健全な水循環の構築に大いに寄与す

ることができると言える。 

（２）環境に対する住民の意識の向上を踏まえた浄化槽の特徴 

浄化槽は、日常生活の中で生活排水処理を行うことにより、その環境保

全効果を身近に体験できる生活・環境実感型施設として環境意識の向上を

高めることができる。 

このように、浄化槽は、環境に対する住民の意識の向上に寄与する多く

の可能性を有していると言える。 

（３）汚水処理施設の整備の進捗状況を踏まえた浄化槽の特徴 

一般的に、浄化槽による汚水処理の処理量当たりの費用は市町村人口の

差による影響を受けにくい一方、他の汚水処理施設による同様の費用は人

口の少ない市町村ほど高くなるなど、浄化槽は、人口が少ない地域におい

て、より効率的な汚水処理が行える施設であると言える。 

また、浄化槽は、一般家庭向けのものは自動車一台程度の広さがあれば

設置できるなど、その設置について地形や地質による影響を受けにくい。 

このように、浄化槽は、今後の汚水処理施設の整備が中山間地域を始め

とする地域が中心となる中において、効率的に整備することが可能な汚水

処理施設であると言える。 

（４）人口の減少及び高齢化の進展等を踏まえた浄化槽の特徴 

浄化槽は、個々の家屋に設置する個別分散型施設であるため、家屋の減

少や集落の喪失による処理対象人口の減少に対する変動に容易に対応で

きる。 

このように、浄化槽は、人口の減少及び高齢化の進展に対応しやすい施

設であると言える。 
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このほか、浄化槽については、地震等の災害があった場合においても、

分散・独立しているため、１か所の被害が周辺に影響せず、また、被害を

受けた施設の特定や修復が比較的容易であるとともに、破損した場合も重

要なものから修復を開始することが可能であるという指摘もある。 
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第４ 浄化槽に関する課題 

１ 浄化槽の普及の推進 

前述のとおり、合併処理浄化槽は、従来、位置づけられている生活排水対策

の柱の一つとしての重要な役割に加え、循環型社会及び脱温暖化社会の形成、

とりわけ、環境保全上健全な水循環の構築に大きく寄与するものと考えられ、ま

た、今後の技術的な発展を考慮すれば更なる可能性を有しているとも言えるが、

その普及は、中山間地域等他の汚水処理施設に比べ効率的に整備できる地域

においても、期待されるほど進んでいるとは言い難い。この理由としては、主として

既に水洗便所の利便性を享受している単独処理浄化槽が数多く存在するという

問題と、地域住民等が浄化槽を用いて環境を守っていこうとする意識の高揚が

いまひとつであるという問題があるのではないかと考えられる。 

（１）浄化槽整備区域の積極的設定 

市町村が浄化槽の整備区域の設定を行う際には、はじめから設定を行う

場合と、他の汚水処理施設の整備区域をまず設定し、残りの区域について

設定を行う場合がある。いずれの場合においても、下水道、農業集落排水

施設等他の汚水処理システムと比べ、浄化槽については、住民による自発

的な設置を待つという受動的な施策を進めることが多いのではないかと

考えられる。浄化槽の整備には、市町村自らが設置する場合と個人が設置

する場合があるが、浄化槽の特性の一つは正に個人が設置するという点に

あり、いずれを選択する場合であっても、その特性を十分にいかしつつ、

より積極的な設置の推進が図られることが重要である。 

このため、市町村は、前述の浄化槽を取り巻く状況や浄化槽の特徴を踏

まえ、その整備区域等を、将来浄化槽が効率的になる区域も含めて、積極

的に設定すべきであるが、これを進めていくためには、まずは既存の単独

処理浄化槽に関する問題を解決していかなければならない。 

例えば、１００世帯の集落があるとし、１０世帯において既に単独処理

浄化槽が設置されているとすると、この１０世帯は既に水洗トイレの利便

性を享受していることから、よほどの環境の保全に対する意欲等がない限

り、合併処理浄化槽に転換する必要性を感じないのが通例で、特に設置後

の期間が短い単独処理浄化槽においては、その傾向が強いと考えられる。 

したがって、当該１００世帯の集落で合併処理浄化槽の整備を実施しよ

うとした場合であっても、９０世帯のみにしか合併処理浄化槽が設置でき

ず、１０世帯は単独処理浄化槽のままになってしまう可能性が高い。この
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場合、この１００世帯の集落には、生活雑排水を処理する世帯と処理しな

い世帯とが併存することになり、市町村の担当者等の立場から見ると、集

落内での不公平感が生じることになる。この見方は、合併処理浄化槽の設

置に当たっては住民の意志決定が必要不可欠であるという点に由来する

ものであり、無理からぬ部分もある。 

このようなことから、他の汚水処理施設の場合は、管きょを住居の近傍

まで整備すれば、市町村の事業は一応終了し、管きょへの接続は住民自身

の問題となることもあり、整備に多額の費用がかかるとしても、地域住民

の公平感を確保する観点からも、他の汚水処理施設を選択してしまうこと

があることも考えられるが、この場合、当該市町村にとって大きな財政負

担になる可能性を含んでいる。 

このことを解決するためには、既設単独処理浄化槽が合併処理浄化槽へ

転換されやすくすることが極めて重要と考えられる。 

そのためには、まず、当然のことながら、地域の水環境を保全していこ

うという環境に対する地域住民の意識の高まりが必要である。 

次に、このような環境に対する地域住民の意識の高まりを背景に、個人

の負担を軽減しつつ、いかにして、より効率的・効果的な合併処理浄化槽

への転換を行うかということが最大の課題ということになる。 

このため、国は環境に対する地域住民の意識の高揚を背景に、より積極

的な浄化槽整備区域の設定についての手引を作成するとともに、既設単独

処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換が推進されるようその撤去に対

する財政的支援の充実に努めるべきであり、とりわけ家屋の建て替え等に

伴う転換の可能性が低い設置から２０年以下のような単独処理浄化槽に

ついては、設置者の負担の軽減措置を図るべきである。 

また、住民に対しては、単独処理浄化槽の撤去と合併処理浄化槽の新設、

単独処理浄化槽のいわゆる埋め殺しと合併処理浄化槽の新設、いわゆる変

則合併処理浄化槽化等の改造を含め、どのような工法が適当なのか診断し、

省エネルギー等の温暖化対策に関する助言としてブロワをどのようにす

るかの点等も含めつつ、専門家による適切な助言を行える体制を構築する

べきである。この場合、例えば、市町村が必要に応じ指定検査機関の検査

員を活用することができるような体制をつくることも方策の一つである。 
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これらのことは、市町村に対しては、より積極的な浄化槽整備区域を設

定するための計画策定調査に対する支援の一環として実施していくこと

もできるのではないかと考えられる。 

（２）水環境の保全を求める地域住民の意識の高揚 

今世紀は環境の世紀とも言われており、国においても環境政策の柱とし

て循環型社会の形成や脱温暖化社会の構築についての施策が進められて

いる。 

地域におけるごみの排出ひとつをとってみても、従来混合排出が当然で、

缶、びん、ペットボトル、その他プラスチック等を分別して出すことなど

は、かなり抵抗が強かったが、近年、環境に対する意識の向上から、これ

らを環境の保全ために実施することは当然であるというように国民意識

が大きく育ってきている。 

浄化槽は、前述のとおり、個々の住民が、生活する中で便所、厨房、浴

室等で排出する汚水を最も身近な場所で適切に処理し、直接環境浄化の役

割を果たす生活・環境実感型施設として位置づけられ、これからの環境問

題に取り組んでいく礎であるとも考えられる。 

一方、河川や湖沼等閉鎖性水域への汚濁対策、また、身近な水環境の保

全の重要性は、前述の第３次環境基本計画に述べられている。各地でも水

をきれいにしようという住民の取組が行われており、これらが、環境の世

紀における水環境の保全という地域全体の高揚を基礎としながら、全国的

な輪となり、更に国際的な連携に発展することも考えられる。また、世界

水フォーラム等の国際的な取組に見られるように、国際的な連携で得たも

のが、国内での活動、また、地域での活動に対していかされるという相乗

効果によって、水環境の保全に対する取組がより活発に行われることが考

えられる。 

しかしながら、浄化槽の技術的、経済的に優れた点に関する知見等につい

ては、これまで関係者のみにとどまっており、一般の住民やＮＰＯ等に対しては、

必ずしも十分に行きわたっていないとの指摘がある。 

このため、インターネット等情報媒体が多様化している今日、住民等に

いかにして浄化槽に関し様々な情報を発信していくこと大きな課題とも

考えられる。 

なお、このような情報の発信に当たっては、使用者等の視点に留意す

る必要があり、住民の環境意識の向上を踏まえ、単に浄化槽の整備や維持

管理が必要であることのみではなく、環境保全上の必要性等その理由等も
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含め行うべきである。 

これらの情報の発信に加えて、地域での取組においては、浄化槽の整備

による効果等を、「ホタルが帰ってくる」などの目に見える形で目標を立

て達成度を示すモデルケースを打ち出すことも考えられる。 

さらに、地域での取組は、環境保全活動、環境教育等の活動を行ってい

るＮＰＯなどとの連携を強化することが重要である。 

加えて、これらのグループによる全国的な情報や意見交換の場が創出さ

れ、関係者のネットワークが形成されることにより、全国的な取組が活性

化されることが大いに期待されるところである。 

２ 持続的発展が可能な社会の構築のための浄化槽システムの構築 

（１）循環型社会及び脱温暖化社会の形成のための浄化槽システムの構築 

前述のとおり、浄化槽は、循環型社会及び脱温暖化社会の形成に大いに

寄与する可能性を有しているが、現状では、これらの可能性が十分に引き

出されているとは言い難く、循環型社会及び脱温暖化社会の形成に十分貢

献できる状況とは言えないことから、次のような課題に対応する必要があ

る。 

ア 処理水に係る課題 

前述のとおり、浄化槽で適切に処理した排水については、散水、洗車、

修景用水、便所洗浄水、災害時の緊急用水等として使用することが可能で

あるが、まずは、公的な施設から処理水の再使用を検討していくことも考

えられる。 

イ 汚泥に係る課題 

（ア）リサイクルシステムの構築 

前述のとおり、浄化槽汚泥は、主として生活排水を処理するため、重金

属等の不純物が極めて含まれにくい再利用のしやすい汚泥であるにもか

かわらず、これまでは、し尿処理施設での処理後、残渣について焼却処理

後の埋立処分を行うことが中心で、リサイクルとしては、一部で堆肥化の

取組を進めてきている程度である。 

このため、市町村は、浄化槽汚泥について単に焼却処分を行うのではな

く、バイオマスのリサイクルシステムに組み入れるなどの汚泥の有効活用

を考慮した処理体制を構築することが望ましい。 
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その際には、堆肥化については、大量に供給される家畜排泄物由来の堆

肥と競合する可能性があるため、当該地域の需給見込みにも留意しておく

必要がある。 

また、リサイクル手法の検討の際には、浄化槽汚泥及びし尿のみならず、

生ごみ等の有機性廃棄物を併せて処理することを考慮し、バイオガス化

（メタン発酵）によるエネルギー源としての熱回収を行うこと、炭化処理

を行い活性炭として利用すること等堆肥化以外の利用法を比較考慮する

ことも大切である。 

（イ）浄化槽汚泥処理施設の整備 

浄化槽汚泥については、浄化槽の普及に伴う汚泥量の増加、他の汚水処

理施設の整備の進捗を過大に見積もった施設整備等により、一部のし尿処

理施設では、地域の汚泥発生量に見合った十分な処理能力がなく、浄化槽

汚泥の受入れを制限しているという指摘がある。 

また、浄化槽汚泥の処理量がし尿の処理量よりも多い現状が今後も進む

ことが考えられる。 

このため、処理施設を整備する場合には、し尿と分離した浄化槽汚泥の

みの別系統を設けることを考慮する必要がある。 

（ウ）効率的な汚泥処理システムの整備 

汚泥の処理については、本来、できる限り発生源近傍において効率的な

運用を図ることが望ましいが、広域的な処理が必要である場合、多数の車

両で長距離の輸送を行うことは、消費燃料の増加となり、コストの増加だ

けでなく地球温暖化の防止の点からも好ましくない場合もある。 

このため、濃縮車・脱水車、積替え施設等の導入などにより、効率的な

処理システムの構築を検討すべきである。 

また、必要な施設の整備については、早期に行うことが望ましいが、そ

の際ＰＦＩ事業を利用するなど、民間の活力を使いつつ行うことも考えら

れる。 

（エ）汚泥発生量の抑制 

汚泥処理の改善も重要であるが、本来、循環型社会の形成という見地か

らは、廃棄物の発生抑制として汚泥の発生を抑制することも重要であるこ

とは言うまでもない。 
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このため、回収が必要となる汚泥の量を抑制する技術の導入を図るとと

もに、清掃時における汚泥回収量の適正化等維持管理方法の向上による汚

泥量の減量化が重要である。 

（２）環境保全上健全な水循環の構築のための浄化槽システムの構築 

前述のとおり、浄化槽は、環境保全上健全な水循環の構築について大いに寄

与することができるが、更なる寄与を行うためには次のような課題に対応する必要

がある。 

ア 小規模事業場への浄化槽技術の導入 

水質汚濁防止法の特定事業場のうち約８割がＢＯＤ等の生活環境項目

が適用されない事業場であり、環境保全上健全な水循環の構築を推進する

ためには、汚濁源の一つである小規模事業場からの排水を浄化槽で対応す

ることも必要と考えられる。 

これまで、平成１２年に浄化槽でし尿と併せて処理を行っても差し支え

ない業種が都道府県等に通知されているが、この取扱いについては、関係

者に十分認識されておらず、また、パン・菓子製造業等の一部の業種に限

られているため、実際に活用している事業場は少ない。 

このため、浄化槽担当部局も、関連部局と連携協力して、該当する事業

所に対して、浄化槽を使用すれば適切な排水による処理が可能である旨の

情報の提供を図るべきである。 

また、処理技術の進歩等に応じて、浄化槽による処理が可能とされる業

種の拡充を検討するとともに、適正な維持管理による良好な汚水処理が可

能となるように、維持管理マニュアル等を作成すべきである。 

イ 窒素及び燐に関する対策 

閉鎖性水域における窒素・燐を原因とする富栄養化は、生態系や生活環境に

広く影響を与えることから、対策として窒素や燐が水域内に流入することを抑制

することが必要となっている。 

近年では、小型浄化槽についても窒素や燐の除去技術が開発、実用化さ

れ、その普及が進められているところであるが、安定して除去できるよう

新たな技術や効率的な維持管理の手法等が課題となっている。 

このため、使用者等の維持管理の負担などを考慮しつつ、窒素・燐除去

型の小型浄化槽の普及を推進するとともに、技術開発の状況等を把握し、

効率的な維持管理の手法について検討を続けるべきである。 
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ウ 浄化槽による効果の把握 

個々の浄化槽からの水質については、法定検査の結果から把握が可能で

あるが、浄化槽の整備に関する事業の改善効果については十分把握できて

いない。これらの効果を把握することは、今後の浄化槽に関する施策の知的基

盤や住民の関心を集めるという点からも重要である。 

また、環境保全上健全な水循環の指標等については、第３次環境基本計

画において、水循環の健全性を診断していく上で効果的な指標の確立を目

指して検討を行う必要があるとされているところである。 

このため、市町村においては、浄化槽の整備に関する事業の評価を行え

るよう水域の状況を継続的に把握するとともに、国においては、水環境全

般に関する指標の検討動向を踏まえつつ、浄化槽の特性を十分踏まえて研

究を行うことが望まれる。 

また、浄化槽のような分散型施設においては、モニタリングの効率性の

観点から、水域の生物指標によるモニタリング等の可能性を研究する必要

がある。 

 

３ 浄化槽の研究開発等 

浄化槽については、学識経験者を始めとする専門家等の努力によって、

他の汚水処理施設と比べても遜色のない性能を有するに至っており、分散

型の施設としては世界で他の追随を得ない水準となっているが、持続的発

展が可能な社会の構築、使用者等の負担の軽減等技術的な解決が必要な課

題が存在している。 

このため、製造、施工、維持管理、廃止の各段階で、循環型社会及び脱

温暖化社会の構築を考慮した浄化槽の開発を行うべきである。その際には

新エネルギーの利用等地球温暖化に対する取組の進捗も視野に入れる必

要がある。 

また、排水の負荷をより少なく、より安定的に処理を行うため、汚水の

流入状況に合わせてその処理機能をきめ細かに調整できるよう、ＩＴ技術

を活用した自動制御と遠隔制御を組み込んだ小型浄化槽を実現させるこ

とは、研究開発の大きな課題である。その際には、維持管理業者だけでな

く使用者等に理解しやすい処理状況の表示方法の開発を行うとともに、適

切な維持管理が可能となるよう、常時制御に適した使用者等の負担が少な
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い維持管理体制を検討する必要がある。 

さらに、窒素や燐を安定して除去できるような水域や小規模事業場等の

排出源の特性に柔軟に対応できる浄化槽の開発も今後の更なる努力が必

要とされる分野である。 

加えて、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の促進を図る観点

から、処理の安定性や維持管理の容易性を担保しつつ、合併処理浄化槽の

小型化、単独処理浄化槽の改造の低廉化等を研究すべきである。 

なお、浄化槽の更なる発展のためには、理工学等自然科学はもちろんの

こと社会科学等の分野における調査研究や各分野における人材の育成が

行われることも重要である。 

 

４ 浄化槽の海外展開 

世界の多くの地域で基本的な施設が整っていないため、人々が安全では

ない水による疾病で命を落としたり、深刻な水質の汚濁が発生したりして

いる中、し尿処理システムの役割に加え、浄化槽の潜在的役割も大きい。 

浄化槽は、設置だけでは機能を発揮しないため、装置単体ではなく、生

産、設置、管理、汚泥処理にまたがる総合的なシステムとして考えるべき

であることから、他の国から技術移転が求められるような場合には、これ

らに関する各国の事情を考慮することが必要である。 

このため、浄化槽の普及については、発展途上国のみならず、東欧等一

定の購買力のある国等についても考えることが望ましい。 

また、世界水フォーラム等の国際会議等あらゆる機会を通じ情報を発信

することにより、諸外国での浄化槽への信頼性を向上させ、民間の海外展

開につなげていくことも考えられる。 

さらに、浄化槽の海外展開に併せて、浄化槽に関する研究者間の国際的

な連携による情報の広がりが期待される。 
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長期計画における普及率目標について

廃棄物処理施設整備計画（平成１５年１０月１４日 環境省告示第１０８号）

（抜粋）

目標及び指標 事業の概要

し尿及び生活雑排水の処理を推

進し、水環境の保全を図る。

汚水処理人口普及率 効率的な汚水処理施設整備を進める

７６％（Ｈ１４） ため、地域の特性を踏まえた適切な役

→８６％（Ｈ１９） 割分担の下、浄化槽、下水道、集落排

水施設等の整備を連携して実施する。

うち、浄化槽処理人口普及率 このうち、浄化槽の整備については、

８％（Ｈ１４） 市町村が主体となって設置・維持管理を

→１１％（Ｈ１９） 行う浄化槽市町村整備推進事業の一層

の推進を図る。また、地域の状況に応じ

て高度処理型浄化槽の普及を図る。


